
名古屋市介護職員等キャリアアップ研修業務実施要領 

 
１ 研修実施に係るスケジュール 

（１） 開催準備 契約日から５月中旬までに行うものとする。 

（２） 研修開催 次の時期のうち、月曜日から土曜日までに実施するものとする。 

   ① 前期 ７月１日から８月３１日 

   ② 中期 ９月１日から１１月３０日 

  ③ 後期 １２月１日から２月２８日（１２月２１日から１月１０日を除く。） 

 

２ 開催準備に関する業務 

  次に掲げる業務を、５月中旬までに行うものとする。 

（１） 開催日程の設定及び会場の確保 

     別添「名古屋市介護職員等キャリアアップ研修年間計画」（以下「年間計画」という。）

に従って、名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課（以下「介護保険課」という。）

と協議の上、年度内に研修の実施が完了できるように開催日程を定め、研修会場の確保

を行うこと。 

①  開催日程 

     複数回実施する研修は、各期に１回以上の開催とすること。 

② 研修会場 

複数回実施する研修について、市内の幅広い事業所の職員が参加できるよう、市内の

異なる地域で会場の確保を行うこと。また、交通の利便性の高い会場で行うこと。 

（２） 研修プログラムの確定及び担当講師等の選定 

    別添「年間計画」に従って、研修プログラムの確定及び担当講師等の選定を行うこと。

なお、具体的な講師の選定に当たっては、本市と協議すること。 

（３） 研修方法 

研修方法については、研修の目的を達成するために、講義のほかグループワーク等の演

習を組み込む等、多様な方法を取り入れること。 

 

３ 開催要項の作成及び受講者募集 

（１） 開催要項の作成 

    前期に係る研修については５月中旬まで、中期に係る研修については６月末日まで、後

期に係る研修については９月末日までに、研修プログラム、講師、開催日時、会場、申込

み方法等を記載した開催要項を作成し、介護保険課あて提出すること。 

 

（２） 受講者募集及び決定 

  ① 研修の広報 

各研修の広報は、受講者の募集開始日までに、各事業所へ最も効果的な方法により行う

こと。（郵送による広報については必ず行うこと。） 

なお、対象となる事業所については、別表のとおりとし、事業所のデータは介護保険課

が提供する。ただし、介護保険課が有する事業所のデータは、名称、所在地、電話番号及



びファックス番号であり、電子メールアドレスは把握していないため、これを踏まえた上

で、効果的な周知方法を検討すること。 

② 受講者の募集及び決定 

各回の研修については、３（１）の開催要項により研修開催月の前々月２０日から前月

１０日までの間募集を行い、前月１５日までに受講者を決定した上で、受講者が所属する

事業所に通知すること。（受講希望者からの申込及び受講決定の通知については、ファッ

クスにて行うこと。） 

受講者は、１つの対象事業所あたり原則１名までとし、受講希望者が定員を超過した場

合は抽選により受講者を決定するものとする。ただし、定員に満たない場合は、１つの対

象事業所あたり複数名受講することができる。 

なお、受講者が各研修の定員に満たない場合は、追加募集を行う等、より多くの者が研

修を受講できるよう努力すること。 

 

４ 研修の実施 

（１） 研修資料の作成 

    研修当日に用いるレジメ及びテキストを作成し、受講者数に応じて印刷するとともに、

事前に介護保険課に提出すること。研修資料については、再生紙を使用すること。 

なお、研修に有料のリーフレット等を使用する場合は、介護保険課と協議の上、受講者

負担とすることができるが、1,000 円程度の廉価なものとすること。 

また、当日出席者から回収するアンケートを印刷すること。 

（２） 研修当日業務 

① 会場設営 

    会場設営に関しては、全て受託者の責任において行うこと。 

② 受付設置 

    受付において出席確認を行い、受講者に研修資料の配布を行うこと。 

③ 研修運営 

    研修の運営にあたっては、講師のほか、グループワーク等の演習に必要な要員を配置す

ること。なお、演習に必要な要員については、受付要員と兼ねても良い。 

（３） 後日業務  

    回収したアンケート及び出欠状況を研修ごとに集計すること。 

各期の終了後概ね１ヶ月以内に、回収したアンケート原本、アンケート集計結果、出欠

状況及び研修資料一式を添付して、事業完了報告書を介護保険課あて提出すること。 

なお、研修資料については、事前に介護保険課へ提出したものと変更がなければ、提出

は不要とする。 

 

 

 

 

 

 



 

【別表】対象事業所（名古屋市内事業所） 

○訪問系事業所 

居宅サービス 

（介護予防含む） 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーショ

ン 

地域密着型サービ

ス 

夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

居宅介護支援 居宅介護支援（介護予防支援を含む） 

障害福祉サービス 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護 

○通所・入所系事業所 

居宅サービス 

（介護予防含む） 

通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期

入所療養介護、特定施設入居者生活介護 

地域密着型サー

ビス 

（介護予防含む） 

認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応

型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス 

施設サービス 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設 

 


